
斉
明
四
年
（
六
五
八
）
か
ら
六
年
ま
で
の
三
年
間
、
越
国
守
阿
倍
引
田
臣
比
羅
夫
は
連
年
、
船
団
を
率
い
て
日
本
海
を
北
上
し
、
東
北
地
方
西

岸
を
巡
っ
て
各
地
の
蝦
夷
を
巡
撫
し
た
（
１
）
。
比
羅
夫
は
斉
明
六
年
（
六
六
〇
）、
第
三
次
の
北
征
に
お
い
て
、
北
海
道
と
思
わ
れ
る
地
に
至
り
、
謎

の
民
族
Ｘ
と
交
戦
し
、
捕
虜
を
都
に
連
れ
帰
っ
た
。『
日
本
書
紀
』
斉
明
紀
は
こ
の
民
族
Ｘ
に
「
粛
慎
」
の
名
を
あ
て
て
い
る
。
粛
慎
と
は
中
国

古
典
中
の
伝
説
的
な
北
方
民
族
で
あ
る
。

斉
明
紀
の
「
粛
慎
」
が
中
国
古
典
中
の
粛
慎
と
同
じ
民
族
で
あ
る
と
考
え
る
者
は
さ
す
が
に
少
な
い
。
工
藤
雅
樹
が
、
津
田
左
右
吉
（
２
）

に
も
と

づ
い
て
「
粛
慎
は
本
来
は
中
国
の
古
典
で
、
最
も
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
帝
王
の
徳
を
慕
っ
て
朝
貢
に
来
る
民
の
こ
と
で
、
後
に
は
沿
海
州
の
地
域
の

民
族
の
名
称
に
固
定
し
た
語
」
で
あ
り
、「
中
国
の
本
来
の
粛
慎
と
い
う
語
の
使
い
か
た
に
な
ら
っ
て
、
比
羅
夫
が
接
触
し
た
最
も
遠
い
地
域
の

人
び
と
を
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
粛
慎
と
書
き
あ
ら
わ
し
、
中
国
め
い
た
体
裁
を
整
え
た
」
と
説
く
（
３
）
の
は
、「
粛
慎
」
と
書
い
た
の
が
『
書
紀
』

編
者
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
お
お
む
ね
妥
当
な
理
解
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
中
国
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
あ
る
民
族
を
「
粛
慎
」
と
よ
ぶ
こ
と
の
政
治
的
意
味
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て

い
な
い
。
津
田
が
す
で
に
気
づ
い
て
い
た
よ
う
に
、
中
国
で
は
「
粛
慎
」
の
朝
貢
は
、
革
命
王
権
が
革
命
の
前
段
階
に
お
い
て
自
ら
を
周
公
旦
に
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な
ぞ
ら
え
る
の
に
利
用
さ
れ
た
（
４
）
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
斉
明
朝
の
「
粛
慎
」
入
朝
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

一
　
斉
明
紀
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
史
料
批
判

阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
に
関
す
る
記
事
は
『
書
紀
』
斉
明
四
年
、
五
年
、
六
年
紀
に
数
条
が
分
散
し
て
見
ら
れ
、
北
征
の
回
数
が
果
た
し
て
『
書

紀
』
が
記
す
と
お
り
の
三
回
か
ど
う
か
が
疑
わ
れ
て
き
た
（
５
）
。
今
日
で
は
三
回
の
遠
征
は
事
実
だ
が
、「
粛
慎
」
と
の
接
触
は
第
三
次
（
斉
明
六
年
）

の
み
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
研
究
史
に
お
い
て
こ
の
説
の
最
初
の
主
張
者
と
し
て
回
顧
さ
れ
る
の
は
井
上
光
貞
（
６
）
だ
が
、
井
上
に
先
立

ち
、
板
橋
源
（
７
）

が
よ
り
実
証
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
同
様
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
た
い
。

以
下
、
板
橋
の
所
論
に
も
と
づ
い
て
、
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
板
橋
は
比
羅
夫
の
北
征
に
関
す
る
記
事
を
Ａ
条
、
Ｂ
条
、

Ｃ
条
、
Ｄ
条
、
Ｄ
条
下
注
、
Ｅ
条
、
Ｆ
条
、
Ｇ
条
の
八
条
と
し
た
。
鄙
見
に
よ
っ
て
「
沙
門
智
踰
造
指
南
車
」
を
Ｃ
条
に
、「
又
皇
太
子
初
造
漏

剋
、
使
民
知
時
」
を
Ｇ
条
に
含
め
た
。
こ
の
指
南
車
と
漏
剋
（
漏
刻
）
の
記
事
は
、
板
橋
に
か
ぎ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
で
は
比
羅
夫
の
北
征
に
関

連
づ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
加
え
た
理
由
は
追
々
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

Ａ
条
か
ら
Ｇ
条
ま
で
の
各
条
は
、
左
の
表
の
よ
う
に
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
三
系
統
に
分
類
で
き
る
。
基
準
は
阿
倍
比
羅
夫
の
呼
称
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
Ⅰ
「
阿
倍
臣
（
注：

闕
名
）」、
Ⅱ
「
阿
倍
引
田
臣
（
注：
闕
名
）」、
Ⅲ
「
阿
倍
引
田
臣
比
羅
夫
」
で
あ
る
（「
阿
倍、
」
と
「
阿
陪、
」
の
ち
が

い
は
問
わ
な
い
）。
Ｂ
条
（
四
年
七
月
条
）
は
阿
倍
比
羅
夫
が
登
場
し
な
い
の
で
、
彼
の
呼
称
に
よ
っ
て
帰
属
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
条
は
朝
貢
し
た
蝦
夷
へ
の
叙
位
を
記
し
、
本
稿
の
関
心
に
は
渉
ら
な
い
の
で
表
か
ら
省
く
。
比
羅
夫
が
登
場
し
な
い
の
は
Ｅ
条
も
そ
う
だ
が
、

「
羆
皮
七
十
枚
」
が
Ｃ
条
と
共
通
す
る
の
で
、
Ⅲ
に
属
さ
せ
る
。
表
中
の
傍
線
は
固
有
名
詞
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
は
『
書
紀
』
が
利
用
し
た
原
史
料
の
ち
が
い
を
反
映
す
る
だ
ろ
う
。
Ⅱ
「
阿
倍
引
田
臣
（
注：

闕
名
）」
は
、「
闕
名
」
と
注
記
す

る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
Ⅰ
に
近
い
し
、「
引
田
」
と
い
う
ウ
ヂ
ナ
が
あ
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
Ⅲ
に
近
い
と
い
う
、
中
間
的
な
形
態
を
示
す
。

Ⅰ
・
Ⅱ
と
Ⅲ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
Ⅰ
・
Ⅱ
は
月
ま
で
わ
か
る
が
、
Ⅲ
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
ち
が
い
が
あ
る
の
で
、
Ⅱ
は
Ⅲ
よ
り
も
Ⅰ
に
近
い

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
比
羅
夫
の
北
征
記
事
は
Ⅰ
・
Ⅱ
系
統
と
Ⅲ
系
統
と
に
大
別
で
き
る
。

「
粛
慎
」
と
の
接
触
は
、
Ⅰ
・
Ⅱ
で
は
斉
明
六
年
、
Ⅲ
で
は
四
年
と
五
年
で
あ
る
。
だ
が
板
橋
は
、「
粛
慎
」
と
の
接
触
は
Ⅰ
・
Ⅱ
の
と
お
り
斉

明
六
年
だ
け
で
あ
り
、
Ⅲ
の
斉
明
四
年
Ｃ
条
、
五
年
Ｄ
条
下
注
、
同
年
Ｅ
条
は
み
な
六
年
に
移
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。

そ
の
根
拠
は
こ
う
で
あ
る
。
斉
明
五
年
Ｅ
条
は
、
羆
皮
を
高
値
で
売
り
つ
け
よ
う
と
し
た
高
麗
（
高
句
麗
）
の
使
人
に
対
し
、
高
麗
画
師
子
麻

呂
が
「
官
羆
皮
七
十
枚
」
を
見
せ
つ
け
て
恥
じ
入
ら
せ
た
、
と
い
う
説
話
的
な
記
事
で
あ
る
。
Ｃ
条
に
も
「
羆
皮
七
十
枚
」
が
見
え
る
の
で
、
こ

の
両
条
は
も
と
も
と
一
貫
し
た
羆
皮
説
話
を
構
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｅ
条
が
繋
け
ら
れ
る
斉
明
五
年
に
高
麗
使
来
日
の
記
録
は
な
く
、
周

辺
で
そ
れ
を
探
す
と
、
斉
明
六
年
紀
に
乙
相
賀
取
文
の
来
日
が
記
さ
れ
る
。
乙
相
賀
取
文
は
斉
明
六
年
五
月
に
難
波
に
到
着
し
、
七
月
に
帰
国
し

た
（
８
）
。
羆
皮
説
話
に
登
場
す
る
高
麗
の
使
人
は
、
斉
明
六
年
の
乙
相
賀
取
文
の
使
節
の
一
員
だ
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
理
由
は
不
明
な

が
ら
、
羆
皮
説
話
の
後
半
（
Ｅ
条
）
を
あ
や
ま
っ
て
五
年
に
繋
け
て
し
ま
っ
た
た
め
、
羆
皮
七
十
枚
は
そ
れ
以
前
に
官
府
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
、
羆
皮
の
献
上
を
語
る
前
半
（
Ｃ
条
）
が
四
年
に
繋
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
Ⅲ
の
原
史
料
に
は
年
が

記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
混
乱
を
誘
発
し
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
、
比
羅
夫
が
「
粛
慎
」
と
接
触
し
た
の
は
斉
明
六
年
の
一
度
き
り
と
い
う
板
橋
の
結
論
は
、
本
稿
の
行
論
の
大
前
提
で
あ
る
。

二
「
粛
慎
」
と
指
南
車
の
出
典

「
粛
慎
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
重
要
な
の
は
、
そ
の
入
朝
（
Ｇ
条
）
と
指
南
車
の
製
作
（
Ｃ
条
）
と
が
同
時
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
指
南
車



と
は
、
向
き
を
変
え
て
も
車
上
の
人
形
が
つ
ね
に
南
を
指
さ
し
て
方
角
を
知
ら
せ
る
車
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
方
位
磁
針
と
誤
解
さ
れ
る
が
、

左
右
の
車
輪
の
回
転
数
の
ち
が
い
を
歯
車
に
よ
っ
て
計
算
し
、人
形
が
つ
ね
に
一
定
の
方
向
を
向
く
よ
う
に
制
御
し
た
カ
ラ
ク
リ
と
考
え
ら
れ
る
（
９
）
。

指
南
車
を
製
作
し
た
沙
門
智
踰
は
倭
漢
（
東
漢
）
氏
の
出
身
で
あ
り
、
倭
漢
氏
は
技
術
方
面
で
の
活
躍
が
顕
著
な
渡
来
系
氏
族
で
あ
る
（
10
）
。

阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
に
関
す
る
従
来
の
研
究
で
は
、
Ｃ
条
後
半
の
指
南
車
製
作
の
記
事
「
沙
門
智
踰
造
指
南
車
（
11
）
」
は
、
前
半
の
「
是
歳
、
越
國

守
阿
倍
引
田
臣
比
羅
夫
討
肅
慎
、
獻
生
羆
二
・
羆
皮
七
十
枚
」
と
一
連
の
記
事
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
一
見
す
る
と
単
に
同
年
に

起
こ
っ
た
無
関
係
な
ふ
た
つ
の
事
件
を
箇
条
書
き
し
た
だ
け
の
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
「
粛
慎
」
と
指
南
車
の
記
事
に
つ
い
て
、
つ
と
に
卜
部
兼

方
の
『
釈
日
本
紀
』
が
単
一
の
出
典
を
指
摘
し
て
い
る
。『
鬼
谷
子
』
の
注
の
「
周
成
王
時
、
肅
慎
氏
獻
白
雉
、
還
、
恐
惑
。
周
公
作
指
南
車
以

送
之
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
（
12
）
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
「
粛
慎
」
と
指
南
車
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
Ｃ
条
の
背
後
に
は
必
ず
や
、「
粛
慎
」
が
帰

路
に
迷
わ
な
い
よ
う
に
指
南
車
を
あ
た
え
た
と
い
う
設
定
が
ひ
か
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

『
釈
日
本
紀
』
が
引
用
す
る
『
鬼
谷
子
』
の
注
は
、
今
本
の
注
（
梁
の
陶
弘
景
撰
を
題
す
る
が
、
唐
以
後
の
偽
託
で
あ
る
）
に
は
見
え
な
い
が
、

隋
代
の
類
書
『
北
堂
書
鈔
』
車
部
・
指
南
車
類
（
巻
一
百
四
十
）
は
こ
の
注
文
と
と
も
に
「
鄭
人
之
取
玉
也
、
必
載
司
南
之
車
、
為
其
不
惑
也
」

と
い
う
本
文
も
引
く
の
で
、『
鬼
谷
子
』
謀
篇
の
注
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
注
文
が
『
北
堂
書
鈔
』
が
撰
修
さ
れ
た
隋
以
前
の
も
の

で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。『
隋
書
』
経
籍
志
に
よ
っ
て
唐
よ
り
ま
え
に
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
『
鬼
谷
子
』
注
に
は
晋
の
皇
甫
謐
注
と
楽

一
（
朝
代
・
伝
と
も
に
未
詳
）
注
と
が
あ
る
の
で
、『
釈
日
本
紀
』
が
引
く
注
は
い
ず
れ
か
の
佚
文
で
あ
る
は
ず
だ
。

『
鬼
谷
子
』
注
の
記
事
に
は
問
題
も
あ
る
。
周
王
朝
に
白
雉
を
献
じ
た
夷
狄
と
し
て
ふ
つ
う
知
ら
れ
る
の
は
粛
慎
で
は
な
く
越
裳
で
あ
り
（
後

述
）、
こ
の
越
裳
も
ま
た
指
南
車
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
晋
の
崔
豹
の
『
古
今
注
』
輿
服
篇
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

大
駕
指
南
車
、
舊
説
周
公
所
作
也
。
周
公
治
致
太
平
、
越
裳
氏
重
譯
來
獻
白
雉
一
・
黒
雉
一
・
象
牙
一
。
使
者
迷
其
歸
路
。
周
公
錫
以
文

錦
二
疋
、

車
五
乘
、
皆
為
司
南
之
製
。
越
裳
氏
載
之
以
南
、
縁
扶
南
・
林
邑
海
際
、
朞
年
而
至
其
國
。
使
大
夫
將
送
、
至
國
而
旋
、
亦
乘

司
南
而
背
其
所
指
、
亦
朞
年
而
還
至
。
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だ
か
ら
『
鬼
谷
子
』
注
の
「
粛
慎
」
は
「
越
裳
」
の
あ
や
ま
り
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
梁
の
元
帝
の
『
金
楼
子
』
説
蕃
篇
が
周
公
の
事
績
を

述
べ
る
な
か
に
「
越
裳
氏
以
三
象
重
九
譯
獻
白
雉
。
肅
慎
又
來
入
貢
獻
白
雉
」
と
い
う
文
が
あ
り
（「
三
象
」
と
は
南
方
語
の
通
訳
官
三
人
の
謂
）、

六
朝
期
に
白
雉
の
献
上
が
粛
慎
に
つ
い
て
も
、
た
し
か
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

七
世
紀
後
半
の
日
本
人
は
『
鬼
谷
子
』
注
の
粛
慎
と
指
南
車
の
記
事
を
見
る
こ
と
は
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
が
皇
甫

謐
注
本
を
著
録
す
る
と
い
う
事
実
は
あ
る
が
、『
鬼
谷
子
』
原
典
の
直
接
利
用
よ
り
も
、
類
書
を
通
じ
た
間
接
利
用
（
孫
引
き
）
の
可
能
性
を
優

先
的
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
類
書
が
『
北
堂
書
鈔
』
だ
っ
た
可
能
性
は
低
い
。『
北
堂
書
鈔
』
は
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ

な
い
の
で
、
日
本
に
将
来
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
島
憲
之
も
『
書
紀
』
述
作
に
お
け
る
『
北
堂
書
鈔
』
利
用
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い

る
（
13
）。く

だ
ん
の
『
鬼
谷
子
』
注
は
『
北
堂
書
鈔
』
の
ほ
か
に
『
太
平
御
覧
』
車
部
・
指
南
車
類
（
巻
七
百
七
十
五
）
に
も
引
用
さ
れ
る
。『
太
平
御

覧
』
は
宋
代
の
書
だ
か
ら
七
世
紀
後
半
の
日
本
人
は
当
然
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、『
太
平
御
覧
』
に
は
藍
本
が
あ
る
。
北
斉
武
平
三
年

（
五
七
二
）
撰
修
の
『
修
文
殿
御
覧
』
で
あ
る
（
14
）
。
小
島
は
『
書
紀
』
の
述
作
に
類
書
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
実
際
に
利

用
さ
れ
た
類
書
は
、
小
島
の
想
定
し
た
『
藝
文
類
聚
（
15
）
』
で
は
な
く
『
太
平
御
覧
』
の
藍
本
系
類
書
だ
っ
た
と
い
う
見
か
た
が
近
年
、
強
く
な
り
つ

つ
あ
る
（
16
）
。

た
だ
『
太
平
御
覧
』
は
唐
代
の
『
文
思
博
要
』
や
『
藝
文
類
聚
』
も
副
次
的
に
利
用
し
て
い
る
（
17
）
。
も
し
も
『
太
平
御
覧
』
の
『
鬼
谷
子
』
注
の

引
用
が
『
文
思
博
要
』
か
ら
引
き
継
ぐ
も
の
な
ら
、『
文
思
博
要
』
は
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ
ず
、
日
本
に
舶
載
し
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
か
ら
、
七
世
紀
後
半
の
日
本
人
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
『
修
文
殿
御
覧
』
と
『
文
思
博
要
』（
お
よ
び

『
藝
文
類
聚
』）
に
は
さ
ら
に
共
通
の
藍
本
が
あ
る
。
梁
代
の
『
華
林
遍
略
』
で
あ
る
。『
華
林
遍
略
』
は
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ

る
。
く
だ
ん
の
『
鬼
谷
子
』
注
は
、
た
と
え
『
修
文
殿
御
覧
』
に
引
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
七
世
紀
後
半
の
日
本
人
は
『
華
林
遍
略
』

に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。



三
　
中
国
に
お
け
る
「
粛
慎
」
と
「
越
裳
」
の
朝
貢

「
粛
慎
」
と
指
南
車
は
と
も
に
周
公
旦
の
故
事
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
。
周
公
旦
は
周
の
文
王
の
第
四
子
で
あ
り
、
武
王
の
弟
で
あ
る
。
武

王
は
殷
の
紂
王
を
討
っ
て
ほ
ど
な
く
亡
く
な
り
、
武
王
の
子
の
成
王
が
跡
を
継
い
だ
が
、
成
王
は
ま
だ
幼
か
っ
た
の
で
、
周
公
が
摂
政
と
な
っ
て

七
年
間
、
王
位
を
代
行
し
た
。「
粛
慎
」
と
指
南
車
は
、
暗
に
周
公
へ
の
連
想
を
要
求
し
て
い
る
。

粛
慎
は
古
く
『
尚
書
』
の
「
賄
粛
慎
之
命
」
や
『
国
語
』
魯
語
下
な
ど
に
見
え
る
、
伝
説
的
な
北
方
民
族
で
あ
る
。「
賄
粛
慎
之
命
」
は
佚
篇

だ
が
、
書
序
に
は
「
成
王
既
伐
東
夷
、
肅
慎
來
賀
。
王
俾
榮
伯
作
賄
肅
慎
之
命
」
と
い
う
。『
国
語
』
に
よ
る
と
粛
慎
は

木
と
石
鏃
で
で
き
た

矢
を
狩
猟
に
用
い
た
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
『
左
伝
』
昭
公
九
年
、『
山
海
経
』
海
外
西
経
、
大
荒
北
経
、『
逸
周
書
』
王
会
篇
な
ど
に
言
及
さ
れ
る

が
、
そ
の
実
態
に
関
す
る
知
識
は
中
国
で
も
早
く
に
失
わ
れ
た
。

だ
か
ら
魏
の
黄
初
七
年
（
二
二
六
）、
曹
植
が
文
帝
曹
丕
の
誄
を
作
っ
て
「
肅
慎
納
貢
、
越
裳
效
珍
」
と
い
っ
た
と
き
、
文
帝
の
徳
沢
が
地
の

果
て
ま
で
お
よ
ん
だ
こ
と
を
い
う
の
に
、
そ
の
南
北
の
代
表
と
し
て
「
越
裳
」
と
「
粛
慎
」
を
挙
げ
た
ま
で
で
、
そ
れ
は
実
体
を
欠
い
た
ク
ラ
シ

カ
ル
・
ア
ル
ー
ジ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
わ
ず
か
十
年
後
の
青
龍
四
年
（
二
三
六
）
五
月
、
実
際
に
「
粛
慎
」
と
称
す
る
民
族
が
魏
に
朝
貢
す
る
こ
と
に
な
る
。『
三
国

志
』
魏
書
・
明
帝
紀
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
「
粛
慎
」
は
『
国
語
』
に
そ
の
産
物
と
し
て
記
さ
れ
る

矢
を
献
上
し
て
い
る
。『
魏
志
』
陳
留
王

紀
に
よ
る
と
、
つ
い
で
景
元
三
年
（
二
六
二
）
四
月
に
も
朝
貢
し
、
や
は
り

矢
な
ど
を
献
上
し
て
い
る
。

翌
景
元
四
年
（
二
六
三
）、
蜀
に
出
征
し
た
鍾
会
は
「
檄
蜀
文
」
を
書
い
て
「
布
政
垂
惠
而
萬
邦
協
和
、
施
但
百
蠻
而
肅
慎
致
貢
」
と
説
き
、

敵
国
の
蜀
に
対
し
て
、
魏
帝
の
徳
が
「
粛
慎
」
を
招
い
た
こ
と
を
揚
言
し
た
。
だ
が
こ
の
と
き
司
馬
氏
の
晋
に
よ
る
革
命
は
わ
ず
か
二
年
後
に
迫

っ
て
お
り
、
魏
の
命
運
は
風
前
の
灯
だ
っ
た
。
鍾
会
も
司
馬
昭
の
懐
刀
と
し
て
反
司
馬
派
の
弾
圧
に
暗
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
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「
粛
慎
」
の
第
二
次
朝
貢
に
関
し
て
、『
晋
書
』
文
帝
紀
は
「
三
年
夏
四
月
、
肅
慎
來
獻

矢
・
石

・
弓
甲
・
貂
皮
等
。
天
子
命
歸
於
大
將
軍

府
」、『
晋
書
』
東
夷
伝
・
粛
慎
氏
（
巻
九
十
七
）
は
「
及
文
帝
（
司
馬
昭
）
作
相
、
魏
景
元
末
、
來
貢

矢
・
石

・
弓
甲
・
貂
皮
之
屬
。
魏
帝

詔
歸
於
相
府
」
と
記
し
、「
粛
慎
」
の
貢
納
品
が
大
将
軍
司
馬
昭
の
府
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
こ
れ
は
『
尚
書
』
の
「
帰
禾
」
の
序

に
「
唐
叔
得
禾
、
異
畝
同
穎
、
獻
諸
天
子
。
王
命
唐
叔
歸
周
公
于
東
」
と
あ
る
の
と
軌
を
一
に
し
、
司
馬
昭
を
周
公
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
（
18
）
。
第
二

次
朝
貢
は
、
魏
で
は
な
く
、
魏
か
ら
禅
譲
を
受
け
よ
う
と
す
る
司
馬
氏
の
た
め
の
演
出
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
実
、
魏
に
朝
貢
し
た
「
粛
慎
」
は
、
古
典
中
の
粛
慎
と
は
な
ん
の
ゆ
か
り
も
な
い
。『
魏
志
』
東
夷
伝
に
立
伝
さ
れ
る
「

婁
」
と
い
う

民
族
こ
そ
、
本
紀
に
い
う
「
粛
慎
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は

婁
伝
の
「
其
弓
長
四
尺
、
力
如
弩
、
矢
用

、
長
尺
八
寸
、
青
石
為

鏃
。
古
之
肅
慎
、
、

氏
之
國
也
」
と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

婁
は
そ
の
地
理
と

矢
を
使
用
す
る
風
習
と
を
根
拠
に
、
古
典
中
の
粛
慎
に
同

定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
い
た
っ
て
根
拠
薄
弱
で
あ
り
、
そ
の
同
定
が
政
治
的
理
由
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
一
次
朝
貢
は
、
遼
東
に
独
立
政
権
を
築
い
て
い
た
公
孫
氏
が
景
初
二
年
（
二
三
八
）、
魏
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
前
夜
で
あ
る
こ
と
が
注
意

を
引
く
。
魏
は
遠
交
近
攻
的
な
発
想
か
ら
、
遼
東
の
公
孫
氏
を
「
賄
粛
慎
之
命
」
の
序
の
「
東
夷
」
に
、
遼
東
の
か
な
た
の

婁
を
「
粛
慎
」
に

な
ぞ
ら
え
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
第
二
次
朝
貢
の
と
き
、
司
馬
氏
は
「
粛
慎
」
を
周
公
と
遠
夷
の
故
事
を
構
成
す
る
要
素
に
仕
立
て
る
こ
と
を

思
い
つ
い
た
。『
鬼
谷
子
』
の
注
が
語
る
故
事
は
、
越
裳
が
周
公
に
白
雉
を
献
上
し
た
周
知
の
故
事
に
、
魏
代
の
「
粛
慎
」
朝
貢
を
重
ね
て
創
作

さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
前
漢
の
王
莽
が
革
命
前
に
越
裳
の
白
雉
献
上
を
演
出
し
た
の
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
（
19
）
。

越
裳
が
周
公
に
白
雉
を
献
上
し
た
故
事
は
、
前
漢
の
伏
生
の
『
尚
書
大
伝
』
に
記
さ
れ
る
。
伏
生
は
秦
の
博
士
で
あ
り
、
漢
の
文
帝
の
と
き
に

『
今
文
尚
書
』
を
口
述
し
て
、
一
旦
散
逸
し
て
い
た
『
尚
書
』
を
復
活
さ
せ
た
。『
尚
書
大
伝
』
は
伏
生
の
経
説
を
弟
子
の
張
生
や
欧
陽
生
が
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

交
阯
之
南
有
越
裳
國
。
周
公
居
攝
六
年
、
制
禮
作
樂
。
天
下
和
平
、
越
裳
以
三
象
重
譯
而
獻
白
雉
、
曰
「
道
路
悠
遠
、
山
川
阻
深
、
音
使

不
通
、
故
重
譯
而
朝
」。
成
王
以
歸
周
公
。
公
曰
「
但
不
加
焉
、
則
君
子
不
饗
其
質
。
政
不
施
焉
、
則
君
子
不
臣
其
人
。
吾
何
以
獲
此
賜
也
」。



其
使
請
曰
「
吾
受
命
吾
國
之
黄

、
曰
、
久
矣
、
天
之
無
別
風
淮
雨
。
意
者
中
國
有
聖
人
乎
。
有
則
盍
往
朝
之
」。
周
公
乃
歸
之
於
王
、
稱

先
王
之
神
致
、
以
薦
於
宗
廟
。
周
但
既
衰
、
於
是
稍
絶
（
20
）
。

王
莽
時
の
「
越
裳
」
の
朝
貢
は
、『
漢
書
』
平
帝
紀
に
「
元
始
元
年
（
西
暦
一
年
）
春
正
月
、
越
裳
氏
重
譯
獻
白
雉
一
・
黒
雉
二
。
詔
使
三
公

以
薦
宗
廟
。
群
臣
奏
言
大
司
馬
莽
、
功
但
比
周
公
、
賜
號
安
漢
公
」
と
記
さ
れ
、
王
莽
を
周
公
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
周、
公
」
よ
ろ
し
く
国
号
を
含

む
「
安
漢、
公
」
と
い
う
称
号
を
贈
る
呼
び
水
と
な
っ
た
。「
越
裳
」
の
白
雉
献
上
の
裏
面
の
事
情
は
『
漢
書
』
王
莽
伝
上
の
以
下
の
記
述
に
詳
し

い
。

莽
色
梼
而
言
方
、
欲
有
所
為
、
微
見
風
采
。
黨
與
承
其
指
意
而
顯
奏
之
。
莽
稽
首
涕
泣
、
固
推
讓
焉
。
上
以
惑
太
后
、
下
用
示
信
於
衆
庶
。

始
風
（
諷
）
益
州
、
令
塞
外
蠻
夷
獻
白
雉
。
元
始
元
年
正
月
、
莽
白
太
后
下
詔
、
以
白
雉
薦
宗
廟
。
…
…
於
是
群
臣
乃
盛
陳
「
莽
功
但
致
周

成
白
雉
之
瑞
、
千
載
同
符
。
聖
王
之
法
、
臣
有
大
功
則
生
有
美
號
。
故
周
公
及
身
在
而
託
號
於
周
。
莽
有
定
國
安
漢
家
之
大
功
、
宜
賜
號
曰

安
漢
公
、
益
戸
、
疇
爵
邑
。
上
應
古
制
、
下
準
行
事
、
以
順
天
心
」。

婁
と
「
粛
慎
」
の
同
定
に
客
観
的
な
根
拠
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
王
莽
も
益
州
に
そ
れ
と
な
く
言
い
含
め
て
白
雉
を
調
達
さ
せ
、
そ
れ
を

「
越
裳
」
が
白
雉
を
献
上
し
た
と
喧
伝
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

王
莽
の
作
為
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
後
漢
の
王
充
の
『
論
衡
』
に
は
「
暢
草
生
於
周
之
時
、
天
下
太
平
、
倭
人
來
獻
暢
草
」（
異
虚
篇
）、

「
周
時
天
下
太
平
、
越
裳
獻
白
雉
、
倭
人
貢
鬯
草
」（
儒
増
篇
）、「
成
王
之
時
、
越
常マ

マ

獻
雉
、
倭
人
貢
暢
」（
恢
国
篇
）
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
周

の
成
王
の
と
き
に
越
裳
と
と
も
に
倭
人
も
来
朝
し
て
鬯
草
（
暢
草
）
を
献
上
し
た
と
い
う
、
前
代
未
聞
の
故
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
王
莽
時
、

倭
人
が
朝
貢
し
た
事
実
が
あ
り
、
そ
れ
を
成
王
時
に
加
上
し
た
の
が
こ
の
故
事
と
考
え
ら
れ
る
。
王
莽
時
の
倭
人
朝
貢
は
史
書
に
明
証
は
な
い
が
、

『
漢
書
』
王
莽
伝
上
が
元
始
五
年
（
西
暦
五
年
）
に
繋
け
る
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
事
件
と
『
論
衡
』
と
を
綜
合
し
て
判
断
す
る
と
、
そ
の
可
能
性
が

浮
き
彫
り
に
な
る
。

①
五
月
、
王
莽
は
い
わ
ゆ
る
「
九
錫
」
を
賜
り
、
そ
の
な
か
に
「
秬
鬯
二

」
が
あ
っ
た
。「
秬
鬯
」
は
鬯
草
を
原
料
と
す
る
醸
造
酒
で
あ
る
。
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九
錫
と
は
天
子
が
功
績
の
あ
る
諸
侯
に
賜
う
九
種
の
品
で
あ
り
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
は
、
こ
れ
を
賜
る
こ
と
が
禅
譲
革
命
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

組
み
こ
ま
れ
て
定
例
化
し
、
革
命
実
現
前
の
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
と
な
る
。

②
秋
、
王
莽
は
王
太
后
に
上
奏
し
て
「
太
后
秉
統
數
年
、
恩
澤
洋
溢
、
和
氣
四
塞
、
絶
域
殊
俗
、
靡
不
慕
義
。
越
裳
氏
重
譯
獻
白
雉
、
黄
支
自

三
萬
里
貢
生
犀
、
東
夷
王
度
大
海
奉
國
珍
、
匈
奴
單
于
順
制
作
去
二
名
」
と
述
べ
た
。
傍
線
部
に
記
す
東
夷
の
王
が
海
を
越
え
て
宝
物
を
献
上
し

た
こ
と
は
ほ
か
に
見
え
な
い
が
、「
越
裳
」
の
白
雉
献
上
、
黄
支
国
の
犀
献
上
、
匈
奴
の
烏
珠
留
単
于
が
一
字
名
に
改
名
し
た
こ
と
は
、『
漢
書
』

王
莽
伝
の
ほ
か
の
箇
所
や
平
帝
紀
な
ど
に
裏
づ
け
を
得
ら
れ
る
史
実
だ
か
ら
、
東
夷
の
王
の
朝
貢
も
対
応
す
る
史
実
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。

③
十
二
月
、
漢
の
平
帝
が
崩
御
す
る
と
、
群
臣
は
王
太
后
に
上
奏
し
て
、
王
莽
を
「
仮
皇
帝
」
お
よ
び
「
摂
皇
帝
」
に
立
た
せ
る
こ
と
を
請
う

た
。
そ
の
奏
文
に
『
尚
書
』
の
「
嘉
禾
」
の
佚
文
を
引
い
て
「
周
公
奉
鬯
立
于

階
、
延
登
。
贊
曰
、
假
王
莅
政
、
勤
和
天
下
」
と
い
う
。

周
公
の
故
事
（
イ
）
と
王
莽
の
史
実
（
ロ
）
と
を
分
け
て
整
理
し
よ
う
。

イ：

周
の
成
王
の
と
き
、「
倭
人
」
が
「
鬯
草
」
を
献
じ
（『
論
衡
』）、
周
公
は
「
鬯
」
を
奉
じ
て
「
仮
王
」
と
な
っ
た
（
③
）。

ロ：

漢
の
平
帝
の
と
き
、「
東
夷
王
」
が
「
国
珍
」
を
献
じ
（
②
）、
王
莽
は
「
秬
鬯
」
を
賜
り
（
①
）、「
仮
皇
帝
」
と
な
っ
た
（
③
）。

イ
と
ロ
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、「
東
夷
王
」
に
は
倭
王
、「
国
珍
」
に
は
鬯
草
が
代
入
で
き
る
。
イ
の
故
事
が
王
莽
以
前
に
存
在
し
た
か
は
疑
わ

し
く
、
倭
王
の
朝
貢
と
い
う
現
在
の
事
件
を
成
王
時
に
加
上
し
て
故
事
を
創
作
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
司
馬
晋
が
「
粛

慎
」
＝

婁
の
朝
貢
を
も
と
に
、
周
公
時
の
粛
慎
と
指
南
車
の
故
事
を
創
作
す
る
前
蹤
と
な
っ
た
。

四
　
斉
明
朝
の
「
粛
慎
」
入
朝

『
尚
書
大
伝
』
に
は
「
周
公
居
攝
六
年
、
制
禮
作
樂
。
天
下
和
平
、
越
裳
以
三
象
重
譯
而
獻
白
雉
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
革
命
前
の
王
莽
を

周
公
に
な
ぞ
ら
え
て
安
漢
公
と
す
る
の
に
利
用
さ
れ
た
。『
尚
書
大
伝
』
の
こ
の
文
は
王
莽
に
か
ぎ
ら
ず
歴
代
の
新
王
朝
樹
立
者
た
ち
に
、
王
朝



交
替
を
正
当
化
す
る
歴
史
的
根
拠
を
提
供
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
間
嶋
潤
一
（
21
）
に
し
た
が
い
、「
周
公
居
攝
六
年
」「
制
禮
作
樂
」「
天
下
和

平
」「
越
裳
…
…
獻
白
雉
」
が
『
尚
書
大
伝
』
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
い
か
な
る
脈
絡
で
結
ば
れ
て
い
る
の
か
、
見
て
み
よ
う
。

第
一
に
「
越
裳
…
…
献
白
雉
」
は
「
天
下
和
平
」
の
実
現
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
尚
書
大
伝
』
の
つ
ぎ
の
記
事
（『
尚
書
』
佚
篇

「
嘉
禾
」
の
解
説
）
に
明
示
さ
れ
る
。

成
王
時
、
有
苗
異
莖
而
生
、
同
為
一

。
人
有
上
之
者
。
王
召
周
公
而
問
之
。
公
曰
「
三
苗
為
一
穗
、
抑
天
下
共
和
為
一
乎
」。
果
有
越

裳
氏
重
譯
而
來
。

「
天
下
共
和
為
一
」
＝
「
天
下
和
平
」
の
実
現
を
神
秘
レ
ベ
ル
で
証
明
す
る
の
が
祥
瑞
の
嘉
禾
（
三
苗
一
穂
の
稲
）
で
あ
り
、
人
事
レ
ベ
ル
で

証
明
す
る
の
が
越
裳
の
朝
貢
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
「
居
摂
六
年
」
と
い
う
年
は
「
制
礼
作
楽
」
に
か
か
る
。
こ
の
こ
と
は
『
尚
書
大
伝
』
が
設
け
る
「
周
公
攝
政
、
一
年
救
亂
、
二
年
克

殷
、
三
年
踐
奄
、
四
年
建
侯
衛
、
五
年
營
成
周
、
六
年
制
禮
作
樂
、
七
年
致
政
成
王
」
と
い
う
周
公
摂
政
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
に
よ
っ
て
裏
づ
け

ら
れ
る
。「
居
摂
六
年
」
の
「
制
礼
作
楽
」
は
『
尚
書
大
伝
』
だ
け
で
な
く
、『
礼
記
』
明
堂
位
に
も
「
武
王
崩
、
成
王
幼
弱
、
周
公
踐
天
子
之
位

以
治
天
下
。
六
年
、
朝
諸
侯
於
明
堂
、
制
禮
作
樂
、
頒
度
量
、
而
天
下
大
服
。
七
年
、
致
政
於
成
王
」
と
あ
る
。『
礼
記
』
に
よ
る
と
、
居
摂
六

年
は
諸
侯
が
入
朝
し
た
年
で
も
あ
る
。
越
裳
の
白
雉
献
上
は
、
海
内
が
こ
ぞ
っ
て
周
に
帰
服
し
た
こ
と
を
最
遠
の
夷
狄
の
朝
貢
を
も
っ
て
象
徴
す

る
も
の
で
あ
る
（
22
）
。

「
周
公
居
攝
六
年
、
制
禮
作
樂
。
天
下
和
平
、
越
裳
以
三
象
重
譯
而
獻
白
雉
」
は
、
時
間
軸
上
に
並
べ
る
と
「
天
下
和
平
」→

「
越
裳
…
…
獻

白
雉
」→

「
周
公
居
攝
六
年
、
制
禮
作
樂
」
と
い
う
順
に
な
り
、「
天
下
和
平
」
が
実
現
し
、
そ
の
結
果
、
最
遠
の
越
裳
ま
で
も
が
朝
貢
し
た
の

で
、
居
摂
六
年
の
「
制
礼
作
楽
」
事
業
に
踏
み
切
っ
た
と
読
み
解
け
る
。『
礼
記
』
楽
記
に
「
王
者
功
成
作
樂
、
、

、
治
定
制
禮
、
、

。
其
功
大
者
其
樂
備
、

其
治
辯
（
遍
）
者
其
禮
具
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
制
礼
作
楽
」
は
功
業
の
成
就
、
治
世
の
安
定
を
果
た
し
た
王
者
が
着
手
す
べ
き
事
業
だ
っ
た
。

現
実
に
は
「
制
礼
作
楽
」
は
王
莽
が
好
ん
だ
よ
う
に
（
23
）
、
革
命
王
権
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た
。
革
命
は
制
度
の
改
革
を
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
。
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い
わ
ゆ
る
「
改
正
朔
、
易
服
色
、
制
禮
作
樂
」
で
あ
る
。
越
裳
の
白
雉
献
上
は
「
制
礼
作
楽
」
事
業
に
承
認
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ

ち
来
た
る
べ
き
革
命
に
対
す
る
支
持
表
明
に
等
し
い
。
中
国
に
お
い
て
革
命
王
権
が
、
革
命
に
先
立
ち
、「
越
裳
」
の
白
雉
献
上
、
あ
る
い
は
そ

の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
し
て
の
「
粛
慎
」
の

矢
献
上
を
演
出
し
た
意
図
は
こ
こ
に
あ
る
。

さ
て
斉
明
六
年
の
「
粛
慎
」
入
朝
と
指
南
車
製
作
で
あ
る
。
粛
慎
と
指
南
車
は
い
ず
れ
も
周
公
と
遠
夷
の
故
事
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
。
斉

明
六
年
と
い
う
年
も
、『
尚
書
大
伝
』
や
『
礼
記
』
が
「
制
礼
作
楽
」
の
年
と
定
め
る
周
公
の
居
摂
六
年
に
律
儀
に
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
斉
明
朝
を
継
承
す
る
中
大
兄
の
王
朝
を
「
制
礼
作
楽
」
＝
革
命
の
王
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
。

こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
斉
明
六
年
に
事
実
、
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｇ
条
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
須
弥
山
を
造
っ
て
「
粛
慎
」
を
饗
応
し
、

同
時
に
漏
刻
を
造
っ
た
。
須
弥
山
は
噴
水
、
漏
刻
は
水
時
計
で
あ
り
、
指
南
車
と
同
様
、
中
国
伝
来
の
当
時
の
最
先
端
技
術
を
駆
使
し
た
機
械
だ

っ
た
。
こ
の
須
弥
山
石
の
実
物
と
漏
刻
の
遺
構
が
、
斉
明
朝
の
宮
都
で
あ
る
飛
鳥
板
蓋
宮
の
西
の
地
点
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
須
弥
山
と
漏
刻
に

関
す
る
斉
明
紀
の
記
述
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
（
24
）
。
須
弥
山
と
漏
刻
の
製
作
が
事
実
な
の
だ
か
ら
、
同
時
の
指
南
車
製
作
も
事
実
だ
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
指
南
車
は
単
な
る
珍
奇
な
発
明
品
で
は
な
く
、
周
公
と
遠
夷
の
故
事
を
構
成
す
る
要
素
な
の
だ
か
ら
、
指
南
車
製
作

が
事
実
な
ら
、
民
族
Ｘ
と
「
粛
慎
」
の
同
定
も
同
時
に
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
革
命
王
権
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
中
大
兄
自
身
の
意
向

に
出
る
と
考
え
ら
れ
る
（
25
）
。

中
大
兄
は
易
姓
革
命
を
行
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
奇
異
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
万
世
一
系
の
観
念
が
未
確
立
の
当
時
、

日
本
の
歴
史
叙
述
は
中
国
の
革
命
史
観
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
六
朝
の
史
書
の
主
流
は
、
一
個
の
王
朝
の
断
代
史
で
あ
る
正
史
で
は
な
く
、「
帝

紀
」
と
呼
ば
れ
る
、
王
朝
の
更
迭
を
あ
つ
か
う
通
史
で
あ
り
（
26
）
、
な
か
で
も
晋
の
皇
甫
謐
の
『
帝
王
世
紀
』
は
『
書
紀
』
の
史
観
に
決
定
的
な
影
響

を
あ
た
え
た
（
27
）
。『
書
紀
』
が
、
武
烈
天
皇
か
ら
継
体
天
皇
へ
の
大
王
位
継
承
を
放
伐
革
命
と
し
て
描
き
、
皇
極
天
皇
か
ら
孝
徳
天
皇
へ
の
大
王
位

継
承
を
禅
譲
革
命
と
し
て
描
く
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
帝
王
世
紀
』
を
問
題
と
す
る
の
は
、
同
書
が
周
公
と
越
裳
に
関
す
る
記
事
を
含
ん
で
い
た
と
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
、



『
帝
王
世
紀
』
は
散
逸
し
て
お
り
、
そ
の
輯
本
（
28
）

に
直
接
、
越
裳
に
言
及
す
る
佚
文
は
な
い
。
だ
が
『
文
心
雕
龍
』
練
字
篇
が
、『
尚
書
大
伝
』
の
越

裳
記
事
中
の
「
別
風
淮
雨
」
を
『
帝
王
世
紀
』
は
「
列
風
淫
雨
」
に
作
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
、『
帝
王
世
紀
』
に
も
『
尚
書
大
伝
』

と
ほ
と
ん
ど
同
文
の
越
裳
記
事
が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。『
帝
王
世
紀
』
の
影
響
力
を
考
え
る
と
、
七
世
紀
後
半
の
日
本
人
は
越
裳
の

故
事
を
『
尚
書
大
伝
』
で
は
な
く
『
帝
王
世
紀
』
に
よ
っ
て
知
っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。
な
お
『
鬼
谷
子
』
に
注
を
つ
け
た
の
も
皇
甫
謐
な
の

で
、『
鬼
谷
子
』
注
の
粛
慎
と
指
南
車
の
故
事
は
、
同
じ
著
者
の
『
帝
王
世
紀
』
に
も
採
録
さ
れ
て
い
た
と
想
像
す
る
余
地
も
あ
る
。
少
な
く
と

も
成
王
時
の
粛
慎
の

矢
献
上
に
触
れ
る
佚
文
は
存
在
す
る
（『
北
堂
書
鈔
』
巻
百
六
十
、『
初
学
記
』
巻
五
）。

た
だ
中
大
兄
を
革
命
王
権
と
し
て
叙
述
す
る
意
志
は
『
書
紀
』
の
述
作
者
に
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｃ
条
の
「
是
歳
、
越
國
守
阿
倍
引
田

臣
比
羅
夫
討
肅
慎
、
獻
生
羆
二
・
羆
皮
七
十
枚
。
沙
門
智
踰
造
指
南
車
」
と
い
う
、
そ
っ
け
な
い
書
き
ぶ
り
か
ら
、「
粛
慎
」
と
指
南
車
の
不
可

分
の
関
係
を
読
み
取
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
書
紀
』
は
指
南
車
製
作
の
繋
年
を
あ
や
ま
っ
た
う
え
に
重
出
さ
せ
る
。『
書
紀
』
述
作
者

は
「
粛
慎
」
入
朝
と
指
南
車
製
作
が
暗
示
す
る
も
の
に
無
理
解
な
い
し
無
関
心
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

同
種
の
態
度
が
中
大
兄
の
「
摂
政
」
と
律
令
制
定
に
も
向
け
ら
れ
る
。『
書
紀
』
と
文
献
的
に
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
（
29
）『
藤
氏
家
伝
』
鎌
足
伝
は
、

斉
明
崩
御
の
翌
年
に
「
皇
太
子
攝
政
」
と
記
し
、
後
文
に
「
攝
政
六
年
春
三
月
、
遷
都
于
近
江
國
。
七
年
正
月
、
即
天
皇
位
」
と
記
す
。
ま
た
天

智
即
位
元
年
の
あ
と
、
即
位
二
年
（
鎌
足
の
死
の
年
）
の
ま
え
に
律
令
制
定
に
関
す
る
記
事
を
載
せ
る
。

先
此
、
帝
令
大
臣
（
鎌
足
）
撰
述
禮
儀
、
刊
定
律
令
。
通
天
人
之
性
、
作
朝
廷
之
訓
。
大
臣
與
時
賢
人
、
損
益
舊
章
、
略
為
條
例
。
一
崇

敬
愛
之
道
、
同
止
奸
邪
之
路
。
理
慎
折
獄
、
但
洽
好
生
。
至
於
周
之
三
典
、
漢
之
九
篇
、
無
以
加
焉
。

「
先
此
」
と
は
中
大
兄
の
即
位
前
、「
摂
政
」
時
期
を
指
す
だ
ろ
う
。
斉
明
崩
後
、
中
大
兄
の
即
位
を
阻
ん
だ
現
実
の
事
情
や
「
摂
政
」
の
実
態

が
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
さ
て
お
き
、
歴
史
叙
述
と
し
て
は
、
そ
れ
は
周
公
の
摂
政
に
読
み
替
え
ら
れ
、
律
令
制
定
は
中

大
兄
の
「
制
礼
作
楽
」
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
『
書
紀
』
は
中
大
兄
の
「
摂
政
」
と
律
令
制
定
に
対
し
沈
黙
を
守
る
。『
書
紀
』
は
斉
明
崩
後
に
「
皇
太
子
素
服
稱
制
」（
こ
の
七
字
は
鎌
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足
伝
に
も
あ
る
）
と
記
し
た
あ
と
、「
摂
政
」
に
つ
い
て
一
言
も
な
い
た
め
、
中
大
兄
は
即
位
ま
で
「
称
制
」
し
て
い
た
よ
う
に
読
め
る
。
む
ろ

ん
「
摂
政
」
と
「
称
制
」
に
実
質
的
な
ち
が
い
は
な
い
が
（
30
）
、
象
徴
的
意
義
に
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
。「
摂
政
」
は
周
公
へ
の
連
想
を
喚
起
す
る

が
、「
称
制
」
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。

中
大
兄
の
「
摂
政
」
と
律
令
制
定
を
黙
殺
し
（
31
）
、「
粛
慎
」
と
指
南
車
の
意
義
を
理
解
し
な
い
『
書
紀
』
は
、
中
大
兄
を
革
命
王
権
と
す
る
史
観

に
対
し
て
、
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
拒
絶
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

五
　
孝
徳
朝
の
白
雉
献
上

『
書
紀
』
が
中
大
兄
に
替
え
て
革
命
王
権
の
地
位
を
あ
た
え
る
の
は
孝
徳
天
皇
で
あ
る
。
皇
極
か
ら
孝
徳
へ
の
大
王
位
継
承
は
、『
書
紀
』
で
は

中
国
の
禅
譲
革
命
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
孝
徳
即
位
前
紀
の
「
天
豐
財
重
日
足
姫
天
皇
（
皇
極
）
授
璽
綬
禪
位
、
策
曰
、
咨
、
爾
輕
皇

子
（
孝
徳
）、
云
云
」
と
い
う
文
が
、『
三
国
志
』
魏
書
・
文
帝
紀
、
漢
の
献
帝
が
魏
王
曹
丕
に
禅
譲
し
た
と
き
の
「〔
漢
帝
〕
使
兼
御
史
大
夫
張

音
持
節
奉
璽
綬
禪
位
、
冊
曰
、
咨
、
爾
魏
王
、
…
…
」
と
い
う
文
を
出
典
と
す
る
（
32
）

こ
と
に
表
れ
て
い
る
。

ま
た
『
書
記
』
は
天
皇
の
代
替
り
の
際
の
称
元
は
踰
年
法
を
使
用
す
る
の
が
通
例
な
の
に
、
孝
徳
の
即
位
の
際
に
は
立
年
法
を
使
用
す
る
。
こ

れ
は
漢
の
禅
譲
を
受
け
て
即
位
し
た
曹
丕
が
、
年
内
に
漢
の
最
後
の
年
号
「
延
康
」
を
廃
し
て
魏
の
「
黄
初
」
に
改
元
し
た
こ
と
に
な
ら
う
も
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
奈
良
末
、
平
安
初
の
成
書
の
『
暦
録
』
は
、
乙
巳
年
の
前
年
に
皇
極
は
す
で
に
孝
徳
に
譲
位
し
て
い
た
と
し
（
33
）
、
乙
巳
年
の

孝
徳
称
元
を
踰
年
称
元
と
し
て
処
理
す
る
。『
書
紀
』
の
記
す
孝
徳
の
立
年
称
元
に
対
す
る
抵
抗
感
が
こ
の
よ
う
な
操
作
を
要
し
た
の
だ
ろ
う
。

裏
返
せ
ば
『
書
紀
』
が
孝
徳
に
立
年
称
元
さ
せ
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
強
い
主
張
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
様
に
白
雉
元
年
紀
の
白
雉
献
上
は
、
越
裳
の
白
雉
献
上
を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
孝
徳
朝
を
革
命
王
権
と
し
て
叙
述
す
る
一
環
の
は
ず
で
あ
る
。

孝
徳
紀
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
大
化
六
年
（
六
五
〇
）
二
月
、
穴
戸
（
長
門
）
国
司
草
壁
連
醜
経
が
白
雉
を
献
じ
、
こ
れ
を
記
念
し
て
改
元
し
、



大
化
六
年
は
白
雉
元
年
と
な
っ
た
。『
書
紀
』
の
白
雉
献
上
に
関
す
る
記
事
は
、
八
百
二
十
八
文
字
に
も
お
よ
ぶ
長
文
な
の
で
、
適
宜
省
略
し
て

引
用
す
る
。
固
有
名
詞
に
傍
線
を
引
く
。

二
月
庚
午
朔
戊
寅
（
九
日
）、
穴
戸
國
司
草
壁
連
醜
經
獻
白
雉
曰
「
國
造
首
之
同
族
贄
、
正
月
九
日
、
於
麻
山
獲
焉
」。
於
是
問
諸
百
濟
君
。

百
濟
君
曰
「
…
…
」
云
云
。
又
問
沙
門
等
。
沙
門
等
對
曰
「
…
…
」。
道
登
法
師
曰
「
…
…
」。
僧
旻
法
師
曰
「
此
謂
休
祥
、
足
為
希
物
。
伏

聞
、
王
者
旁
流
四
表
、
則
白
雉
見
。
又
王
者
祭
祀
不
相
踰
、
宴
食
衣
服
有
節
、
則
至
。
又
王
者
清
素
、
則
山
出
白
雉
。
又
王
者
仁
聖
、
則
見
。

又
周
成
王
時
、
越
裳
氏
來
獻
白
雉
曰
、
吾
聞
國
之
黄

曰
、
久
矣
、
無
別
風
淫
雨
、
江
海
不
波
溢
、
三
年
於
茲
矣
。
意
中
國
有
聖
人
乎
。
盍

往
朝
之
。
故
重
三
譯
而
至
。
又
晉
武
帝
咸
寧
元
年
、
見
松
滋
。
是
即
休
祥
。
可
赦
天
下
」。
是
以
白
雉
、
使
放
于
園
。

甲
申
（
十
五
日
）、
朝
庭
隊
仗
如
元
會
儀
。
左
右
大
臣
百
官
人
等
為
四
列
於
紫
門
外
。
以
粟
田
臣
飯
蟲
等
四
人
、
使
執
雉
輿
、
而
在
前
去
。

左
右
大
臣
乃
率
百
官
及
百
濟
君
豐
璋
・
其
弟
塞
城
・
忠
勝
・
高
麗
侍
醫
毛
治
・
新
羅
侍
學
士
等
、
至
中
庭
。
使
三
國
公
麻
呂
・
猪
名
公
高

見
・
三
輪
君
甕
穗
・
紀
臣
乎
麻
呂
岐
太
四
人
、
代
執
雉
輿
、
而
進
殿
前
。
時
左
右
大
臣
就
執
輿
前
頭
、
伊
勢
王
・
三
國
公
麻
呂
・
倉
臣
小
屎

執
輿
後
頭
、
置
於
御
座
之
前
。
天
皇
即
召
皇
太
子
、
共
執
而
觀
。
皇
太
子
退
而
再
拜
、
使
巨
勢
大
臣
奉
賀
曰
「
…
…
」。
奉
賀
訖
再
拜
。
詔

曰
「
…
…
」。
又
詔
曰
「
…
…
所
以
大
赦
天
下
、
改
元
白
雉
」。
仍
禁
放
鷹
於
穴
戸
堺
。
賜
公
卿
大
夫
以
下
、
至
于
令
史
、
各
有
差
。
於
是
褒

美
國
司
草
壁
連
醜
經
授
大
山
、
并
大
給
禄
、
復
穴
戸
三
年
調
役
。

こ
の
大
仰
な
記
事
の
す
べ
て
が
事
実
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
白
雉
を
献
上
し
た
草
壁
連
醜
経
、
祝
賀
の
儀
式
に
参
加
し
た
粟
田
臣
飯
虫
、

高
麗
侍
医
毛
治
、
三
輪
君
甕
穂
、
倉
臣
小
屎
は
、『
書
記
』
の
ほ
か
の
箇
所
や
他
文
献
に
一
切
見
え
ず
（
34
）
、
こ
れ
ら
の
人
名
が
ま
っ
た
く
無
根
拠
と

は
思
え
な
い
の
で
、
白
雉
が
献
上
さ
れ
、
儀
式
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
と
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

白
雉
元
年
の
白
雉
献
上
が
事
実
な
ら
、
そ
れ
は
孝
徳
の
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
中
大
兄
が
乙
巳
の
変
に
よ
っ
て
専
制
体
制
を

確
立
し
、
孝
徳
は
そ
の
傀
儡
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
の
理
解
は
過
去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
門
脇
禎
二
は
、
孝
徳
は
乙
巳
の
変
の
前
後
を
と
お

し
て
一
貫
し
て
政
界
の
実
力
者
で
あ
り
、
特
に
大
化
五
年
（
六
四
九
）
の
蘇
我
石
川
麻
呂
討
滅
事
件
を
契
機
と
し
て
独
自
路
線
を
強
め
た
と
考
え
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た
（
35
）
。
門
脇
の
孝
徳
評
価
は
そ
の
後
、
八
木
充
ら
の
白
雉
年
間
の
孝
徳
の
独
自
路
線
を
重
視
す
る
方
向
と
（
36
）
、
遠
山
美
都
男
ら
の
乙
巳
の
変
に
お
け
る

孝
徳
の
役
割
を
重
視
す
る
方
向
と
に
発
展
し
た
（
37
）
。
遠
山
は
、
乙
巳
の
変
や
「
大
化
改
新
」
に
関
与
し
た
人
物
の
地
理
的
基
盤
を
洗
い
出
し
て
、
孝

徳
と
の
地
縁
に
よ
る
結
合
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
白
雉
献
上
に
お
い
て
も
、
献
上
者
の
草
壁
連
醜
経
を
始
め
と
す
る
関
係
者
の
多
く
が
孝
徳
と
の

か
か
わ
り
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
38
）
。

だ
が
白
雉
献
上
が
孝
徳
の
自
作
自
演
だ
と
し
て
も
、
そ
の
意
図
が
革
命
王
権
の
演
出
に
あ
る
か
ど
う
か
は
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
孝

徳
自
身
の
意
図
が
は
っ
き
り
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
実
は
『
書
紀
』
も
革
命
王
権
の
叙
述
に
徹
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
白
雉
記
事
に
は
周

公
と
遠
夷
の
故
事
を
構
成
す
る
要
素
が
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
大
兄
が
民
族
Ｘ
を
「
粛
慎
」
に
仕
立
て
た
よ
う
に
、「
越
裳
」
が
登
場
す

れ
ば
話
は
簡
単
な
の
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
白
雉
献
上
が
孝
徳
の
即
位
六
年
な
の
は
周
公
の
居
摂
六
年
に
な
ぞ
ら
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
偶
然

の
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。

そ
の
う
え
、『
書
紀
』
は
白
雉
の
祥
瑞
と
し
て
の
面
を
あ
ま
り
に
も
強
調
し
す
ぎ
る
。「
嘉
瑞
」
の
語
は
二
度
、「
祥
瑞
」
は
三
度
、「
休
祥
」
は

六
度
も
用
い
ら
れ
る
。
だ
が
白
雉
は
祥
瑞
と
し
て
は
ラ
ン
ク
が
低
く
（『
延
喜
式
』
巻
二
十
一
は
『
唐
六
典
』
巻
四
に
も
と
づ
き
、
中
瑞
に
格
づ

け
す
る
）、「
越
裳
」
と
い
う
要
素
と
結
び
つ
き
、
周
公
と
遠
夷
の
故
事
を
構
成
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
重
大
な
意
義
を
も
つ
。『
尚
書
大
伝
』
に

お
い
て
「
天
下
和
平
」
に
応
ず
る
祥
瑞
は
あ
く
ま
で
嘉
禾
で
あ
っ
て
、
白
雉
で
は
な
い
。『
抱
朴
子
』
外
篇
・
詰
鮑
篇
が
「
夫
周
室
非
乏
玉
、
而

須
王
母
之
環
以
為
富
。
非
儉
膳
、
而
渇
越
裳
之
雉
以
充
庖
也
。
所
以
貴
之
者
、
誠
以
斯
物
為
太
平
、
則
上
無
苛
虐
之
政
、
下
無
失
所
之
人
」
と
説

く
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

筆
者
は
祥
瑞
の
面
の
強
調
は
『
書
紀
』
編
纂
の
最
終
段
階
で
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
本
来
の
主
旨
と
は
異
な
る
と
考
え
る
。

孝
徳
紀
は
二
段
階
の
編
纂
を
経
て
い
る
。
森
博
達
は
、
音
韻
論
と
倭
習
か
ら
『
書
紀
』
三
十
巻
を
正
格
漢
文
で
書
か
れ
た
巻
（
α
群
）
と
変
格

漢
文
で
書
か
れ
た
巻
（
β
群
）
と
に
区
分
し
、
α
群
が
中
国
人
に
よ
っ
て
先
行
し
て
編
修
さ
れ
、
β
群
は
日
本
人
に
よ
っ
て
続
修
さ
れ
た
と
結
論

づ
け
た
。
本
稿
に
か
か
わ
る
巻
で
は
、
皇
極
紀
か
ら
天
智
紀
ま
で
が
α
群
、
天
武
紀
が
β
群
で
あ
る
。
た
だ
し
孝
徳
紀
は
α
群
の
な
か
で
は
例
外



的
に
倭
習
が
多
い
。
α
群
全
体
で
誤
用
は
あ
わ
せ
て
二
十
一
例
あ
る
が
、
う
ち
十
二
例
が
孝
徳
紀
の
詔
勅
に
集
中
す
る
。
そ
こ
で
森
は
、
孝
徳
紀

は
『
書
紀
』
編
纂
の
最
終
段
階
で
日
本
人
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
た
（
39
）
。

白
雉
記
事
も
、
祥
瑞
の
面
が
強
調
さ
れ
る
現
在
の
形
は
、『
書
紀
』
編
纂
の
最
終
段
階
で
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
終
段
階
で
白
雉

を
祥
瑞
と
し
て
強
調
す
る
と
い
う
新
し
い
方
針
の
も
と
に
加
筆
が
行
わ
れ
た
た
め
、
白
雉
記
事
本
来
の
主
旨
で
あ
る
革
命
王
権
の
叙
述
が
ぼ
や
け

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
編
纂
の
最
終
段
階
で
祥
瑞
の
面
の
強
調
と
い
う
新
方
針
が
採
択
さ
れ
た
の
か
。

岡
田
芳
朗
は
、
白
雉
献
上
か
ら
「
白
雉
」
改
元
に
至
る
経
過
が
奈
良
朝
の
祥
瑞
改
元
と
酷
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
40
）
。
祥
瑞
は
養
老
四
年

（
七
二
〇
）
の
『
書
紀
』
撰
上
時
、
改
元
の
主
要
な
理
由
で
あ
る
。
七
〇
一
年
の
大
宝
か
ら
七
四
九
年
の
天
平
感
宝
ま
で
の
初
期
八
年
号
は
い
ず

れ
も
祥
瑞
改
元
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
。
代
始
改
元
は
七
一
五
年
の
霊
亀
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
と
て
祥
瑞
改
元
を
兼
ね
て
お
り
、

祥
瑞
を
と
も
な
わ
ず
に
代
始
を
単
独
の
理
由
と
す
る
改
元
は
七
四
九
年
の
天
平
勝
宝
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
後
も
祥
瑞
は
八
世
紀
を
と
お

し
て
も
っ
と
も
主
要
な
改
元
理
由
だ
っ
た
（
41
）
。

だ
が
七
世
紀
に
は
、
祥
瑞
が
頻
出
し
た
天
武
・
持
統
朝
で
さ
え
祥
瑞
改
元
が
な
い
の
だ
か
ら
（
42
）
、
そ
れ
を
遡
る
孝
徳
朝
に
「
白
雉
」
改
元
が
行
わ

れ
た
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。「
白
雉
」
年
号
は
金
石
文
や
出
土
史
料
に
徴
証
が
得
ら
れ
な
い
。
白
雉
三
年
に
該
当
す
る
紀
年
銘
木
簡
が
出

土
し
て
い
る
が
、
壬
子
と
い
う
干
支
を
記
す
に
す
ぎ
な
い
（
43
）
。
坂
本
太
郎
と
所
功
は
、『
続
日
本
紀
』
巻
一
・
文
武
天
皇
四
年
（
七
〇
〇
）
三
月
己

未
条
、
道
昭
和
尚
の
伝
記
に
「
孝
但
天
皇
白
雉
四
年
」
と
あ
り
、
ま
た
『
新
唐
書
』
巻
二
百
二
十
・
東
夷
伝
・
日
本
に
「
永
徽
初
、
其
王
孝
但
即

位
、
改
元
曰
白
雉
」
と
あ
る
の
を
も
っ
て
、「
白
雉
」
年
号
施
行
の
裏
づ
け
と
す
る
（
44
）
。
だ
が
と
も
に
「
孝
徳
」
と
い
う
漢
風
諡
号
が
用
い
ら
れ
る

し
、『
新
唐
書
』
に
い
た
っ
て
は
雍
煕
元
年
（
九
八
四
）
に
入
宋
し
た
討
然
が
宋
の
太
宗
に
献
上
し
た
『
王
年
代
記
』
に
も
と
づ
く
か
ら
（
45
）
、『
書
紀
』

成
立
以
前
の
史
料
を
反
映
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、「
白
雉
」
年
号
が
実
施
さ
れ
た
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。『
書
紀
』
の
記
す
「
白
雉
」
改
元
は
八

世
紀
の
祥
瑞
改
元
を
孝
徳
朝
に
加
上
し
た
造
作
の
疑
い
が
濃
い
（
46
）
。

筆
者
は
「
白
雉
」
改
元
に
と
ど
ま
ら
ず
、
白
雉
記
事
全
体
が
祥
瑞
に
関
す
る
令
の
制
度
に
合
わ
せ
て
再
構
成
さ
れ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
「
改
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新
詔
」
を
『
大
宝
令
』
に
よ
っ
て
潤
色
あ
る
い
は
造
作
し
た
よ
う
に
、
律
令
政
治
の
出
発
点
を
孝
徳
朝
と
「
大
化
改
新
」
に
求
め
る
史
観
に
し
た

が
っ
て
、
令
制
的
な
祥
瑞
の
起
源
を
孝
徳
朝
の
白
雉
献
上
に
措
定
す
る
た
め
の
作
為
で
あ
る
。
白
雉
献
上
は
推
古
五
年
紀
と
天
武
二
年
紀
に
も
見

え
る
の
に
、
ひ
と
り
白
雉
元
年
紀
の
み
が
か
く
も
盛
大
な
潤
色
を
施
さ
れ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

令
制
下
の
祥
瑞
の
典
型
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
、『
続
日
本
紀
』
か
ら
、
元
正
天
皇
養
老
七
年
（
巻
九
）
と
聖
武
天
皇
天
平
三
年
（
巻
十
一
）

の
詔
勅
を
挙
げ
よ
う
（
47
）
。

今
年
九
月
七
日
、
得
左
京
人
紀
家
所
獻
白
龜
。
仍
下
所
司
、
勘
檢
圖
諜
。
奏
　
「『
孝
經
援
神
契
』
曰
、
天
子
孝
、
則
天
龍
降
、
地
龜
出
。

『
熊
氏
瑞
應
圖
』
曰
、
王
者
不
偏
不
黨
、
尊
用
耆
老
、
不
失
故
舊
、
但
澤
流
洽
、
則
靈
龜
出
。
是
知
、
天
地
靈
　
、
國
家
大
瑞
」。
寔
謂
、
以

朕
不
但
、
致
此
顯

。
宜
共
親
王
諸
王
公
卿
大
夫
百
寮
在
位
、
同
慶
斯
瑞
。
仍
曲
赦
、
出
龜
郡
免
今
年
租
調
。
…
…
（
養
老
七
年
十
月
乙
卯

詔
）朕

君
臨
九
州
、
字
養
萬
姓
。
日
仄
忘
膳
、
夜
寐
失
席
。
粤
得
治
部
卿
從
四
位
上
門
部
王
等
奏
稱
「
甲
斐
國
守
外
從
五
位
下
田
邊
史
廣
足
等

所
進
神
馬
、
黒
身
白
髮
尾
。
謹
檢
『
符
瑞
圖
』
曰
、
神
馬
者
河
之
精
也
。『
援
神
契
』
曰
、
但
至
山
陵
、
則
出
神
馬
。
實
合
大
瑞
者
」。
斯
則

宗
廟
所
輸
、
社
稷
所

。
朕
以
不
但
何
堪
獨
受
。
天
下
共
悦
、
理
允
恒
典
。
宜
大
赦
天
下
、
賑
給
孝
子
順
孫
、
高
年
鰥
寡
、

獨
不
能
自
存

者
。
獲
馬
人
進
位
三
階
。
免
甲
斐
國
今
年
庸
、
及
出
馬
郡
庸
調
。
其
國
司
史
生
以
上
并
獲
瑞
人
、
賜
物
有
差
。（
天
平
三
年
十
二
月
乙
未
詔
）

右
の
詔
勅
に
は
、
所
司
（
治
部
省
）
が
文
献
に
照
ら
し
て
当
該
祥
瑞
出
現
の
条
件
を
奏
上
す
る
く
だ
り
（
傍
線
部
）
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
孝
徳
紀
の
白
雉
記
事
に
お
い
て
僧
旻
が
諮
問
に
答
え
て
「
伏
聞
、
王
者
旁
流
四
表
、
則
白
雉
見
。
又
王
者
祭
祀
不
相
踰
、
宴
食
衣
服
有
節
、

則
至
。
又
王
者
清
素
、
則
山
出
白
雉
。
又
王
者
仁
聖
、
則
見
」
と
説
く
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
僧
旻
の
発
言
が
引
用
書
名
を
省
略
し
て
「
又
」
で

区
切
る
点
は
異
な
る
が
、「
王
者
旁
流
四
表
、
則
白
雉
見
」
は
『
春
秋
感
精
符
』、「
王
者
祭
祀
不
相
踰
、
宴
食
衣
服
有
節
、
則
至
」
は
『
孝
経
援

神
契
』
の
佚
文
で
あ
る
こ
と
が
、『
藝
文
類
聚
』
祥
瑞
部
下
・
雉
類
（
巻
九
十
九
）
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
治
部
省
の
奏
文
が
引
用
す
る

の
と
同
じ
か
同
類
の
書
（
緯
書
）
で
あ
る
。



僧
旻
の
発
言
の
出
典
と
し
て
、
小
島
憲
之
は
こ
こ
で
も
『
藝
文
類
聚
』
を
想
定
し
て
い
る
が
（
48
）
、『
藝
文
類
聚
』
に
は
見
え
な
い
条
文
や
字
句
も

あ
り
、
不
都
合
で
あ
る
（
49
）
。
さ
り
と
て
『
太
平
御
覧
』
と
も
合
致
し
な
い
の
で
、『
修
文
殿
御
覧
』
も
こ
の
場
合
は
不
適
当
で
あ
る
。
筆
者
は
『
書

紀
』
述
作
に
利
用
さ
れ
た
類
書
は
『
太
平
御
覧
』
の
藍
本
系
類
書
と
認
め
る
が
、
僧
旻
の
発
言
の
述
作
に
か
ぎ
っ
て
は
、
治
部
省
が
奏
文
の
起
草

に
実
用
し
て
い
た
「
図
諜
」（
養
老
七
年
詔
）
が
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
。
む
ろ
ん
例
外
の
適
用
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
こ
の
場
合
、
白

雉
記
事
全
体
が
祥
瑞
に
関
す
る
令
の
制
度
に
則
る
と
い
う
上
位
の
状
況
が
、
下
位
の
僧
旻
の
発
言
の
出
典
を
優
先
的
に
決
定
す
る
だ
ろ
う
。

「
図
諜
」
と
は
、
特
定
の
典
籍
で
は
な
く
、
諸
書
か
ら
祥
瑞
関
係
の
記
述
を
抜
き
書
き
し
た
、
切
り
抜
き
帳
や
メ
モ
帳
程
度
の
簡
便
な
も
の
だ

ろ
う
。
僧
旻
の
発
言
中
の
「
晉
武
帝
咸
寧
元
年
、
見
松
滋
」
は
、
周
の
成
王
時
に
つ
ぐ
白
雉
出
現
の
代
表
例
に
選
ば
れ
た
理
由
が
わ
か
ら
な
い
が

（
近
い
文
が
『
宋
書
』
符
瑞
志
下
に
あ
る
が
、
漢
以
降
の
二
十
二
例
中
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
特
権
的
な
意
義
を
有
し
な
い
）、
切
り
抜
き
帳
や
メ

モ
帳
に
た
ま
た
ま
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
例
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
。

た
だ
治
部
省
の
奏
文
に
は
「
國
家
大
瑞
」（
養
老
七
年
詔
）、「
實
合
大
瑞
者
」（
天
平
三
年
詔
）
と
い
う
よ
う
に
、
祥
瑞
の
ラ
ン
ク
（
大
瑞
・
上

瑞
・
中
瑞
・
下
瑞
）
の
判
定
が
あ
る
の
に
、
僧
旻
の
発
言
に
は
な
い
。
こ
れ
は
白
雉
の
ラ
ン
ク
が
中
瑞
で
あ
る
こ
と
が
、
は
ば
か
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
。『
養
老
儀
制
令
』
に
は
「
凡
祥
瑞
應
見
、
若
麟
鳳
龜
龍
之
類
、
依
圖
書
合
大
瑞
者
、
隨
即
表
奏
。
上
瑞
以
下
、
並
申
所
司
、
元
日
以
聞
」
と

の
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
中
瑞
の
白
雉
は
翌
年
の
元
日
を
待
っ
て
進
献
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
即
時
奏
瑞
は
規
定
に
反
す
る
。
白
雉
献
上

の
儀
式
が
「
朝
庭
隊
仗
如
元
會
儀
」
と
記
さ
れ
、
強
い
て
元
日
朝
賀
に
見
立
て
ら
れ
る
の
は
、
中
瑞
の
白
雉
献
上
を
令
の
規
定
に
抵
触
せ
ず
に
大

瑞
相
当
の
奏
瑞
と
し
て
叙
述
す
る
た
め
の
操
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
制
度
は
、『
令
集
解
』
巻
二
十
八
が
引
く
『
治
部
例
』
に
よ
る
と
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
正
月
の
辨
官
口
宣
に
よ
っ
て
確
定

し
た
。『
書
紀
』
撰
上
は
同
年
の
五
月
で
あ
る
。
白
雉
記
事
の
再
構
成
は
『
書
紀
』
撰
上
の
直
前
に
、
祥
瑞
の
法
制
化
と
連
動
し
て
、
そ
れ
に
歴

史
的
根
拠
を
あ
た
え
る
た
め
に
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
が
、
白
雉
記
事
の
祥
瑞
の
面
が
強
調
さ
れ
た
背
景
で
あ
る
。
白
雉
記
事
が
反
映
す
る
祥
瑞
の
規
定
が
『
書
紀
』
撰
上
と
同
年
に
法
制
化
さ
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れ
た
こ
と
は
、
祥
瑞
の
面
の
強
調
が
『
書
紀
』
編
纂
の
最
終
段
階
、
孝
徳
紀
に
大
量
の
倭
習
を
残
し
た
加
筆
に
よ
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
先
行
す

る
α
群
述
作
の
段
階
で
は
祥
瑞
は
こ
こ
ま
で
強
調
さ
れ
ず
、
孝
徳
朝
を
革
命
王
権
と
し
て
描
く
方
針
に
沿
っ
て
、
周
公
と
遠
夷
の
故
事
を
連
想
さ

せ
る
叙
述
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
孝
徳
朝
を
革
命
王
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
、
白
雉
献
上
の
当
時
、
孝
徳
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
判

断
を
保
留
す
る
。
し
た
が
っ
て
中
大
兄
の
革
命
王
権
演
出
と
の
関
係
も
、
①
中
大
兄
が
孝
徳
を
模
倣
し
た
、
②
『
書
紀
』
述
作
者
が
中
大
兄
か
ら

孝
徳
に
移
し
た
、
の
二
と
お
り
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
後
考
を
俟
ち
た
い
。

﹇
註
﹈

（
１
）
阿
倍
比
羅
夫
北
征
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
児
玉
作
左
衛
門
「
阿
倍
臣
比
羅
夫
の
渡
島
遠
征
」（
一
九
六
八
、
一
九
七
〇
年
初
出
）、
明
治
前
日
本
科
学
史
刊
行

会
編
『
明
治
前
日
本
人
類
学
・
先
史
学
史
―
―
ア
イ
ヌ
民
族
史
の
研
究
（
黎
明
期
）
―
―
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
七
一
年
）。
熊
谷
公
男
「
阿
倍
比
羅
夫
北

征
記
事
の
研
究
史
的
検
討
」、『
東
北
学
院
大
学
論
集
―
―
歴
史
学
・
地
理
学
―
―
』
第
十
六
号
（
一
九
八
六
年
）。
小
口
雅
史
「
渡
嶋
再
考
」、『
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
研
究
報
告
』
第
八
十
四
集
（
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
２
）
津
田
左
右
吉
「
粛
慎
考
」（
一
九
二
五
、
一
九
二
六
年
初
出
）、『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）。

（
３
）
工
藤
雅
樹
「
古
代
蝦
夷
の
社
会
―
―
交
易
と
社
会
組
織
―
―
」、『
歴
史
評
論
』
第
四
百
三
十
四
号
（
一
九
八
六
年
）、
二
一
頁
。

（
４
）
津
田
、
前
掲
論
文
、
二
七
九
―
二
八
一
頁
。

（
５
）
阿
倍
比
羅
夫
北
征
の
史
料
批
判
と
し
て
重
要
な
業
績
は
、
坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
と
蝦
夷
」（
一
九
五
六
年
初
出
）、『
古
事
記
と
日
本
書
紀
（
坂
本
太
郎
著
作
集

第
二
巻
）』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）。
お
よ
び
熊
谷
公
男
「
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」、
高
橋
富
雄
編
『
東
北
古
代
史
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
で
あ
る
。

（
６
）
井
上
光
貞
『
飛
鳥
の
朝
廷
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
〔
一
九
七
四
年
初
版
〕）
第
九
章
・
第
二
節
「
阿
倍
比
羅
夫
の
東
北
経
営
」、
四
〇
六
頁
。

（
７
）
板
橋
源
「
阿
倍
臣
粛
慎
征
討
年
代
考
」、『
岩
手
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報
』
第
一
巻
（
一
九
五
〇
年
）。

（
８
）「
春
正
月
壬
寅
朔
、
高
麗
使
人
乙
相
賀
取
文
等
一
百
餘
泊
于
筑
紫
」（
斉
明
六
年
紀
）。「
夏
五
月
辛
丑
朔
戊
申
、
高
麗
使
人
乙
相
賀
取
文
等
到
難
波
館
」（
同
）。

「
秋
七
月
庚
子
朔
乙
卯
、
高
麗
使
人
乙
相
賀
取
文
等
罷
歸
」（
同
）。

（
９
）
ジ
ョ
セ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
（
中
岡
哲
郎
他
訳
）『
中
国
の
科
学
と
文
明
』
第
八
巻
（
思
索
社
、
一
九
七
八
年
）、
三
八
〇
―
四
〇
二
頁
。

（
10
）
関
晃
「
東
漢
直
一
族
」（
一
九
六
五
年
初
出
）、『
古
代
の
帰
化
人
（
関
晃
著
作
集
第
三
巻
）』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）、
二
一
六
―
二
一
八
頁
。
岸
俊
男

「
大
匠
・
倭
漢
氏
」（
一
九
八
二
年
初
出
）、『
古
代
宮
都
の
探
究
』（
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
）。



（
11
）
Ｃ
条
と
は
別
に
天
智
五
年
（
六
六
六
）
是
歳
条
に
も
「
倭
漢
沙
門
智
由
獻
指
南
車
」
と
あ
り
、
指
南
車
の
記
事
は
重
出
す
る
。
そ
も
そ
も
天
智
紀
に
は
六
年
前

後
の
間
隔
を
お
い
て
同
事
重
出
す
る
現
象
が
あ
る
。
こ
れ
は
中
大
兄
が
斉
明
天
皇
崩
後
、
大
王
を
空
位
に
し
て
「
摂
政
」
し
、
六
年
後
に
即
位
し
た
こ
と
に
起
因

す
る
。
坂
本
太
郎
「
天
智
紀
の
史
料
批
判
」（
一
九
五
五
年
初
出
）、
坂
本
、
前
掲
書
、
三
一
四
―
三
一
六
頁
を
参
照
。
六
年
間
隔
の
同
事
重
出
は
天
智
紀
の
な
か

だ
け
で
な
く
斉
明
紀
に
も
ま
た
が
る
。
例
え
ば
伊
勢
王
の
薨
去
は
斉
明
七
年
六
月
と
天
智
七
年
六
月
に
重
出
し
、
そ
の
間
隔
は
六
年
で
あ
る
。
指
南
車
の
ふ
た
つ

の
記
事
の
間
隔
は
八
年
だ
が
、
Ｃ
条
を
板
橋
の
説
の
よ
う
に
斉
明
四
年
か
ら
六
年
に
移
し
た
な
ら
、
間
隔
は
六
年
に
な
る
。
つ
ま
り
指
南
車
の
記
事
も
中
大
兄
の

「
摂
政
」
と
即
位
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
重
出
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
12
）
河
村
秀
根
・
益
根
の
『
書
紀
集
解
』
も
Ｃ
条
の
出
典
と
し
て
『
鬼
谷
子
』
注
を
引
く
。

（
13
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
上
巻
（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
）、
三
九
〇
―
三
九
五
頁
。

（
14
）
森
鹿
三
「
修
文
殿
御
覧
に
つ
い
て
」（
一
九
六
四
年
初
出
）、『
本
草
学
研
究
』（
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
、
一
九
九
九
年
）。

（
15
）
小
島
、
前
掲
書
、
三
七
四
―
三
九
〇
頁
。

（
16
）
勝
村
哲
也
「
修
文
殿
御
覧
天
部
の
復
元
」、
山
田
慶
児
編
『
中
国
の
科
学
と
科
学
者
』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
八
年
）、
六
四
六
―
六
四
八
頁
。

山
田
英
雄
『
日
本
書
紀
』（
教
育
社
歴
史
新
書
〔
現
ニ
ュ
ー
ト
ン
プ
レ
ス
歴
史
新
書
〕、
一
九
七
九
年
）、
九
一
―
九
二
頁
。
神
野
志
隆
光
『
古
代
天
皇
神
話
論
』

（
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
）
第
二
章
・
付
論
「
冒
頭
部
と
『
三
五
暦
紀
』」（
一
九
九
二
年
初
出
）。

（
17
）
勝
村
、
前
掲
論
文
、
六
四
九
―
六
七
三
頁
。

（
18
）
津
田
、
前
掲
論
文
、
二
七
九
頁
。

（
19
）
池
内
宏
「
粛
慎
考
」、『
満
鮮
史
研
究
　
上
世
』
第
一
冊
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
一
年
）、
四
一
六
―
四
一
八
頁
。

（
20
）『
尚
書
大
伝
』
の
引
用
は
、
皮
錫
瑞
『
尚
書
大
伝
疏
証
』
を
底
本
と
す
る
。

（
21
）
間
嶋
潤
一
「
鄭
玄
『
尚
書
注
』
と
『
尚
書
大
伝
』
―
―
周
公
居
摂
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」、『
東
洋
史
研
究
』
第
六
十
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）、
九
三
―

九
七
頁
。
た
だ
し
一
部
、
鄙
見
に
よ
っ
て
間
嶋
の
解
釈
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
22
）『
太
公
金
匱
』（『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
九
引
）
に
、
太
公
望
が
周
に
入
朝
し
な
い
諸
侯
を
呪
詛
し
た
の
で
、「
四
夷
聞
乃
懼
、
越
裳
氏
獻
白
雉
」
と
あ
る
の
も
、

こ
れ
を
裏
づ
け
る
。

（
23
）
東
晋
次
『
王
莽
　
儒
家
の
理
想
に
憑
か
れ
た
男
』（
白
帝
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
三
七
―
一
三
八
頁
。

（
24
）
須
弥
山
と
漏
刻
に
つ
い
て
は
、
今
泉
隆
雄
「
飛
鳥
の
須
弥
山
と
斎
槻
」（
一
九
九
二
年
初
出
）
お
よ
び
「
飛
鳥
の
漏
刻
台
と
時
刻
制
の
成
立
」（
一
九
九
三
年
初

出
）、『
古
代
宮
都
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
25
）
後
円
融
天
皇
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
の
記
事
を
も
っ
て
擱
筆
す
る
『
皇
代
記
』（
群
書
類
従
本
）
の
天
智
天
皇
条
が
、
中
大
兄
が
斉
明
天
皇
の
禅
譲
を
受
け
た

こ
と
を
い
い
（
孝
但
大
化
元
年
六
月
為
太
子
、
辛
酉
七
月
受
禪
、
元
年
壬
戌
即
位
）、
ま
た
そ
の
御
世
に
白
雉
の
献
上
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
（
四
年
五
月
五
日
、

自
常
陸
國
進
白
雉
并
生
角
馬
）
の
は
、
中
大
兄
を
革
命
王
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
史
観
を
は
る
か
後
代
に
お
い
て
も
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
26
）
戸
川
芳
郎
「
帝
紀
と
生
成
論
」（
一
九
七
六
年
初
出
）、『
漢
代
の
学
術
と
文
化
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）。
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（
27
）
角
林
文
雄
「『
日
本
書
紀
』
・
『
古
事
記
』
冒
頭
部
分
と
中
国
史
書
」、『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
号
（
二
〇
〇
一
年
）。

（
28
）
徐
宗
元
『
帝
王
世
紀
輯
存
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
四
年
）。

（
29
）
坂
本
太
郎
『
大
化
改
新
の
研
究
』（
一
九
三
八
年
初
版
）
第
一
編
・
第
三
章
・
第
六
節
、『
大
化
改
新
（
坂
本
太
郎
著
作
集
第
六
巻
）』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

八
年
）、
四
五
―
四
六
頁
。

（
30
）
中
西
進
『
天
智
伝
』（
中
公
文
庫
、
一
九
九
二
年
〔
一
九
七
五
年
初
版
〕）、
一
九
〇
頁
。

（
31
）
こ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
『
近
江
令
』
の
実
在
を
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
『
書
紀
』
に
『
近
江
令
』
に
関
す
る
記
述
が
な
い
こ
と
は
、
そ
の

実
在
を
否
定
す
る
根
拠
た
り
え
な
い
、
と
は
い
え
る
。

（
32
）
小
島
、
前
掲
書
、
三
五
〇
頁
。

（
33
）『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
皇
極
三
年
条
に
「
故
天
皇
讓
位
於
皇
太
子
、
自
為
皇
祖
尊
母
。
是
復
『
暦
録
』
文
也
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
皇
太
子
」
は
中
大
兄
で
は

な
く
軽
皇
子
（
孝
徳
）
を
指
す
だ
ろ
う
。
さ
き
に
挙
げ
た
『
皇
代
記
』
皇
極
四
年
条
に
も
「
天
皇
讓
位
於
輕
太
子
、
、

」
と
あ
る
。

（
34
）
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
』
下
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）、
三
一
二
頁
（
注
一
三
）、
三
一
四
頁
（
注
一
、
四
、
九
、
一
二
）。

（
35
）
門
脇
禎
二
『「
大
化
改
新
」
史
論
』
上
下
巻
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）。
論
及
は
全
書
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
論
は
、
下
巻
・
第
二
章
・

第
一
節
「「
大
化
改
新
」
か
ら
壬
申
の
乱
へ
」（
一
九
八
一
年
初
出
）
お
よ
び
付
章
・
第
四
節
「「
大
化
改
新
」
の
虚
像
と
実
像
」（
一
九
七
五
年
初
出
）。

（
36
）
八
木
充
「
乙
巳
の
変
後
の
政
権
構
成
」（
一
九
七
三
年
初
出
）「
七
世
紀
中
期
の
政
権
と
そ
の
政
策
」（
一
九
七
五
年
初
出
）「
難
波
遷
都
と
海
外
情
勢
」（
一
九
七

八
、
一
九
八
三
年
初
出
）、『
日
本
古
代
政
治
組
織
の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
八
六
年
）。
原
秀
三
郎
「
孝
徳
紀
の
史
料
批
判
と
難
波
朝
廷
の
復
元
―
―
二
つ
の
大

化
年
号
と
孝
徳
即
位
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」、『
日
本
古
代
国
家
史
研
究
―
―
大
化
改
新
論
批
判
―
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）。

（
37
）
遠
山
美
都
男
「
乙
巳
の
変
の
再
構
成
―
―
大
化
改
新
の
新
研
究
序
説
」（
一
九
八
九
年
初
出
）
お
よ
び
「
東
国
国
司
の
構
成
と
孝
徳
朝
」（
一
九
九
四
年
初
出
）、

『
古
代
王
権
と
大
化
改
新
　
律
令
制
国
家
成
立
前
史
』（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
四
年
普
及
版
）。
同
『
大
化
改
新
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
三
年
）。
篠
川
賢
「
乙
巳
の

変
と
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
」（
一
九
八
三
年
初
出
）
お
よ
び
「
乙
巳
の
変
と
「
大
化
」
の
新
政
権
」（
一
九
九
二
年
初
出
）、『
日
本
古
代
の
王
権
と
王
統
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）。
森
公
章
「
中
臣
鎌
足
と
乙
巳
の
変
以
降
の
政
権
構
成
」、『
日
本
歴
史
』
第
六
百
三
十
四
号
（
二
〇
〇
一
年
）。
中
村
修
也
『
偽
り
の

大
化
改
新
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
38
）
遠
山
、
前
掲
「
東
国
国
司
の
構
成
と
孝
徳
朝
」、
一
九
八
頁
。

（
39
）
森
博
達
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
九
年
）、
二
〇
六
頁
。

（
40
）
岡
田
芳
朗
「
年
号
の
始
行
」、『
日
本
の
暦
』（
木
耳
社
、
一
九
七
二
年
）、
九
二
頁
。

（
41
）
佐
藤
宗
諄
「
年
号
制
成
立
に
関
す
る
覚
書
―
―
「
律
令
国
家
と
天
皇
」
に
よ
せ
て
―
―
」、『
日
本
史
研
究
』
第
百
号
（
一
九
六
八
年
）。

（
42
）
天
武
十
五
年
七
月
戊
午
の
朱
鳥
改
元
は
祥
瑞
の
記
録
を
と
も
な
わ
な
い
。『
扶
桑
略
記
』
巻
五
に
「
大
倭
國
進
赤
雉
、
仍
七
月
改
為
朱
鳥
元
年
」
と
あ
る
の
は
、

後
世
の
祥
瑞
改
元
に
則
っ
た
推
論
だ
ろ
う
。

（
43
）
高
瀬
一
嘉
「
一
九
九
六
年
出
土
の
木
簡
　
兵
庫
・
三
条
九
ノ
坪
遺
跡
」、『
木
簡
研
究
』
第
十
九
号
（
一
九
九
七
年
）。



（
44
）
坂
本
太
郎
「
白
鳳
朱
雀
年
号
考
」（
一
九
二
八
年
初
出
）、『
律
令
制
度
（
坂
本
太
郎
著
作
集
第
七
巻
）』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）、
二
三
一
頁
。
所
功

「
大
宝
以
前
の
公
年
号
―
―
諸
説
の
再
検
討
―
―
」（
一
九
七
八
年
初
出
）、『
年
号
の
歴
史
―
―
元
号
制
度
の
史
的
研
究
―
―
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
増
補
版
）、

四
一
頁
。

（
45
）
河
内
春
人
「『
新
唐
書
』
日
本
伝
の
成
立
」、『
東
洋
学
報
』
第
八
十
六
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）。

（
46
）「
白
雉
」
年
号
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
白
鳳
」
年
号
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
年
号
の
関
係
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ま
だ
確

信
的
な
見
解
を
得
ら
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
の
考
え
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。「
白
鳳
」
年
号
は
孝
徳
朝
の
白
雉
献
上
の
年
を
元
年
と
す
る
年
号
で
あ
る
。
白
雉

献
上
を
祥
瑞
の
歴
史
の
画
期
と
す
る
た
め
に
追
建
さ
れ
た
が
、
白
雉
が
祥
瑞
と
し
て
の
ラ
ン
ク
が
低
い
こ
と
を
忌
避
し
て
、
思
い
切
っ
て
大
瑞
の
鳳
凰
に
変
更
し

て
し
ま
っ
た
。『
書
紀
』
は
白
雉
記
事
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
白
鳳
」
年
号
に
替
え
て
「
白
雉
」
年
号
を
造
作
し
た
。
だ
が
「
白
雉
」
年
号
は
『
書
紀
』
の
な
か
だ
け

で
定
め
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
以
後
も
朝
野
を
問
わ
ず
、
世
上
に
流
布
し
た
の
は
「
白
鳳
」
年
号
の
ほ
う
だ
っ
た
。『
書
紀
』
撰
上
直
後
の
神
亀
元
年
（
七

二
四
）
十
月
丁
亥
詔
（『
続
日
本
紀
』
巻
九
）
で
す
ら
、
孝
徳
時
代
を
表
す
の
に
「
白
雉
」
年
号
で
は
な
く
「
白
鳳
」
年
号
を
用
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

（
47
）
以
下
は
多
く
を
東
野
治
之
「
飛
鳥
奈
良
朝
の
祥
瑞
災
異
思
想
」、『
日
本
歴
史
』
第
二
百
五
十
九
号
（
一
九
六
九
年
）。
お
よ
び
福
原
栄
太
郎
「
祥
瑞
考
」、『
ヒ
ス

ト
リ
ア
』
第
六
十
五
号
（
一
九
七
四
年
）
に
負
う
。

（
48
）
小
島
、
前
掲
書
、
三
七
六
―
三
七
八
頁
。

（
49
）
平
秀
道
「
日
本
書
紀
と
讖
緯
思
想
―
―
大
化
の
改
新
前
後
の
記
載
を
中
心
と
し
て
―
―
」、『
国
文
学
論
叢
』
第
七
輯
（
一
九
六
〇
年
）、
六
四
―
六
五
頁
。
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